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１ 平成２５年度の納付状況等について

（１）公的年金制度全体の状況

○ 公的年金加入対象者全体でみると、約９６％の者が保険料を納付。（免除及び納付猶予を含む）
○ 未納者（注1）は約２５９万人、未加入者（注2）は約９万人。（公的年金加入対象者の約４％）

≪公的年金加入者の状況（平成２5年度末）≫

公的年金加入者

6,718万人

第１号被保険者

1,805万人
第２号被保険者等

3,967万人 第３号被保険者

945万人厚生年金保険

3,527万人
共済組合

440万人
保険料納付者

免除者 384万人
学特・猶予者 222万人

未納者 259万人

未加入者 9万人

6,727万人

（注3） （注3）

（注3）

（注2）

（注1）

（注4）

268万人

1

注１）未納者とは、２４か月（平成２４年４月～２６年３月）の保険料が未納となっている者。

２）従来は公的年金加入状況等調査の結果を踏まえた数値を掲記していたが、平成19年度及び平成22年度に未加入者の調査を実施しなかったため、

平成16年度までの結果に基づき線形按分した平成19年度の数値を仮置きしている。

３）平成２６年３月末現在。第1号被保険者には、任意加入被保険者（２７万人）が含まれている。

４）平成２５年３月末現在。

５）上記の数値は、それぞれ四捨五入しているため合計とは一致しない場合がある。

６）平成２６年３月末現在、第２号被保険者、第３号被保険者である者の中には、 平成２４年４月～２６年３月の間に第１号被保険者であった者で未納期間を

有するものが含まれている。



（２）国民年金保険料の納付状況

平成２５年度の国民年金保険料の納付率等について

①平成２３年度分の最終納付率は６５.１％
（平成２３年度末と比較して＋ ６．４ポイント）

（平成２５年度末時点）

②平成２５年度分の現年度納付率は６０.９％
（対前年度比＋１．９ポイント）

納付率の推移

納付月数
※ 現年度納付率（％）＝ × １００

納付対象月数

「納付対象月数」とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数（法定免除月数・申請全額免除月数・学生納付特例月数・
若年者納付猶予月数は含まない）であり、「納付月数」は、そのうち当該年度中（翌年度４月末まで）に実際に納付された月
数である。
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※ 最終納付率は、平成2３年度分の保険料として納付すべき月数（法定免除月数・申請全額免除月数・学生納付特例月数・
若年者納付猶予月数は含まない）に対し、時効前（納期から2年以内）までに納付した月数の割合。

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

20年度分
保険料 62.1% 65.0% 66.8%

21年度分
保険料 60.0% 63.2% 65.3%

22年度分
保険料 59.3% 62.2% 64.5%

23年度分
保険料 58.6% 62.6 % 65.1%

24年度分
保険料 59.0% 63.5%

25年度分
保険料 60.9%
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国民年金保険料の納付率等の推移

（注） 保険料は過去２年分の納付が可能であり、最終納付率とは、過年度に納付されたものを加えた納付率である。
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納付月数 納付対象月数 納付率

平成２４年度
（対前年度比）

９，０１０万月
（△４．２％）

１５，２７４万月
（△４．８％）

５９．０％
（＋０．３ポイント）

平成２５年度
（対前年度比）

８，８１７万月
（△２．１％）

１４，４８１万月
（△５．２％）

６０．９％
（＋１．９ポイント）

○平成２４年度分（過年度1年目）の納付率は、６３．５％。（平成２４年度末から＋４．５ポイントの伸び。）

平成２３年度末 平成２４年度末 平成２５年度末

平成２３年度分
（対前年度末伸び）

５８．６％
６２．６％

（＋３．９ポイント）
６５．１％

（＋２．５ポイント）

平成２４年度分
（対前年度末伸び）

― ５９．０％
６３．５％

（＋４．５ポイント）

○平成２3年度分（過年度2年目）の最終納付率は、 ６５．１％。

（平成２３年度末から＋６．４ポイント、平成２４年度末から＋２．５ポイントの伸び。）

○平成２５年度分（平成２５年４月分～平成２６年３月分）の現年度納付率は、６０．９％。（対前年度比＋１．９ポイント）

・現年度分保険料について、年金事務所ごとの納付率をみると、３１１事務所で前年度より上昇している。

都道府県ごとの納付率をみると、全都道府県で前年度より上昇している。（平成2４年度は235事務所、37都道府県

で前年度より上昇）
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納付率の状況
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○ 日本年金機構の第１期中期計画では、

・最終納付率については、第１期中期目標期間（平成22年1月～平成26年3月末）中、各年度の現年度納付率から４～５ポイ

ント程度の伸び幅を確保することを目指す

・現年度納付率については、当面納付率の低下傾向に歯止めをかけ、これを回復させることを目標とする。具体的には、中期

目標期間中のできるだけ早い時期に、平成２１年度の納付実績を上回り、その後、更なる改善を目指すとしている。

○ 平成２５年度の年度計画では、

・平成２３年度分の最終納付率は、平成２３年度の現年度納付率から６．５ポイント程度の伸び幅を確保すること

・平成２４年度分の平成２５年度末における納付率は、平成２４年度の現年度納付率から４．０ポイント程度の伸び幅を確保

すること

・現年度納付率については、これまでの低下傾向から回復基調に転換させ、平成２１年度の納付実績を上回る水準を確保する

ことにより６０％台に回復するとともに、更なる改善を目指すこと

をそれぞれ目標とした。

○ 平成２３年度分の最終納付率は６５．１％（平成２３年度末と比較して＋６．４ポイントの伸び）となり、中期計画におけ

る目標を達成するとともに、年度計画の目標もほぼ達成したといえる水準を確保した。また、平成２４年度分の２５年度末に

おける納付率は６３．５％（平成２４年度末と比較して＋４．５ポイントの伸び）となり、年度計画の目標を達成した。

平成２５年 平成２６年

５月末
現在

（４月分）

６月末
現在

（４月分）
｜

（５月分）

７月末
現在

（４月分）
｜

（６月分）

８月末
現在

（４月分）
｜

（７月分）

９月末
現在

（４月分）
｜

（８月分）

１０月末
現在

（４月分）
｜

（９月分）

１１月末
現在

（４月分）
｜

（１０月分）

１２月末
現在

（４月分）
｜

（１１月分）

１月末
現在

（４月分）
｜

（１２月分）

２月末
現在

（４月分）
｜

（１月分）

３月末
現在

（４月分）
｜

（２月分）

４月末
現在

（４月分）
｜

（３月分）

51.2％
(＋0.6%)

53.4％
(＋0.7%)

55.3％
(＋0.7%)

5４.8％
(＋0.6％)

55.3％
(＋0.9%)

56.1％
(＋0.9%)

56.9％
(＋1.1%)

58.2％
(＋1.5%)

58.8％
(＋1.7%)

59.4％
(＋1.8%)

60.２％
(＋2.0%)

60.9％
（＋1.9%)

（注）（ ）内の数値は、対前年同月比である。

○ 平成２５年度の現年度納付率は６０．９％（対前年度比＋１．９ポイント）と４年度ぶりに６０％台に回復し、中期計画及

び年度計画の目標を達成した。

日本年金機構の中期計画及び平成２５年度の年度計画との関係
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（１）納付率に影響を与える背景・構造的な課題

○ 平成２１年度から平成２５年度までの年齢階級別現年度納付率は下記の表のとおりとなっている。

年齢階級が上がるにつれて上昇していく傾向にあることには変わりはないが、平成２５年度は、すべての年齢階級において

前年度を上回っており、特に、20歳代の上昇が大きい。

① 第１号被保険者の就業状況

② 第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準

③ 年金制度及び行政組織に対する不信感・不安感

○ 現年度納付率については、当面の目標であった６０％台に回復したものの、厳しい状況にあることは変わりはなく、国民年

金被保険者実態調査の結果からは、納付率の低迷について、次のような背景・構造的な課題が考えられる。

（単位：％）

２ 納付率に影響を与える背景等について

20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

平成21年度 49.0 47.1 51.7 56.5 57.7 62.3 66.6 73.3

平成22年度 49.2 46.6 50.9 56.3 57.6 61.0 66.0 72.6

平成23年度 50.1 46.1 49.6 55.6 57.1 59.4 65.2 71.8

平成24年度 51.3 46.8 49.4 55.7 57.8 59.1 65.3 72.2

平成25年度 56.3 49.9 51.2 57.1 59.7 59.9 66.2 73.1



※注１：平成１７年以前の調査については、調査年の４月又は５月に資格喪失した者が含まれていないが、平成２０年以降の調査では含まれる。また、平成23年調査については、調査年の3月末時

点の就業状況が回答されるように明記したため、単純に比較はできない。

※注３：四捨五入の関係で総計が１００％にならない場合がある。

＜第１号被保険者の就業状況＞

※注１：①は世帯の総所得金額が不詳な者を除く。②は本人の総所得が不詳な者を除く。

※注２：調査年の前年の所得である。（例…平成２３年調査→平成２２年の所得）

※注３：平成１４年調査の「１号期間滞納者」の欄については、当該調査における「未納者」の数値を記載している。

※注４：平成２３年調査は岩手県、宮城県及び福島県を除いている。

＜第１号被保険者の属する世帯及び第１号被保険者本人の所得水準＞

＜１号期間滞納者の国民年金保険料を納付しない理由（主要回答）＞

※注１：回答不詳以外の者に対する割合である。なお、四捨五入の関係で総計が１００％にならない場合がある。

※注２：平成１４年調査においては、「未納者」の国民年金保険料を納付しない理由（主要回答）である。

※注３：平成１４年調査の「その他」には、「学生であり、親に負担をかけたくない」が３．５％含まれている。

※注４：平成２３年調査は岩手県、宮城県及び福島県を除いている。 7

①第１号被保険者の属する世帯の総所得金額（平均） ②第１号被保険者本人の総所得金額（平均）

総数 納付者 １号期間滞納者 総数 納付者 １号期間滞納者

平成１４年調査 ４８４万円 ５５４万円 ４１６万円 １３６万円 １６６万円 １２０万円

平成１７年調査 ４３４万円 ５０５万円 ３２３万円 １２６万円 １５８万円 １０５万円

平成２０年調査 ４６９万円 ５５５万円 ３４２万円 １３３万円 １７８万円 １１３万円

平成２３年調査 ４０３万円 ４９３万円 ２９５万円 １０８万円 １５２万円 ９６万円

保険料が高く、経済
的に支払うのが困難

これから保険料を納
めても加入期間が少
なく、年金がもらえ
ない

すでに年金を受ける
要件を満たしている

年金制度の将来が不
安・信用できない

厚生労働省・日本年
金機構が信用できな
い（社会保険庁が信
用できない）

うっかり忘れていた、
後でまとめて払おう
と思った

その他

平成１４年調査 ６４．５％ ２．０％ ０．９％ ９．３％ － ４．７％ １8．6％

平成１７年調査 ６５．６％ ３．８％ ０．７％ １４．８％ ７．０％ １．１％ 7．0％

平成２０年調査 ６４．２％ ５．３％ １．５％ １４．３％ ７．０％ ２．１％ 5．7％

平成２３年調査 ７４．１％ ２．２％ １．２％ １０．１％ ３．２％ ４．０％ ５．２％

※注２：平成２３年調査は岩手県、宮城県及び福島県を除いている。

自営業主 家族従業者 常用雇用 臨時・パート 無職 不詳

平成１４年調査 １７．８％ １０．１％ １０．６％ ２１．０％ ３４．７％ ５．７％

平成１７年調査 １７．７％ １０．５％ １２．１％ ２４．９％ ３１．２％ ３．６％

平成２０年調査 １５．９％ １０．３％ １３．３％ ２６．１％ ３０．６％ ３．８％

平成２３年調査 １４．４％ ７．８％ ７．７％ ２８．３％ ３８．９％ ３．１％
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（２）第１号被保険者の年齢構成の変化

○ 年齢階級別の納付率は、年齢階級が上がるにつれて上昇していく傾向にある。

○ 第１号被保険者の年齢構成に大きな変化はなく、その変化が平成２５年度の現年度納付率に与えた影響は、ほとんどないと

考えられる。

＜年齢階級別第１号被保険者数・割合＞

第１号
被保険者

２０～２４
歳

２５～２９
歳

３０～３４
歳

３５～３９
歳

４０～４４
歳

４５～４９
歳

５０～５４
歳

５５～５９
歳

６０歳以上
平均年齢
（歳）

平成23年度
１，９０４

１００．０

３８１

２０．０

１９９

１０．４

１９１

１０．０

２１７

１１．４

２２１

１１．６

１８９

９．９

１９６

１０．３

２８３

１４．９

２８

１．５
３９．４

平成2４年度
１，８６４

１００．０

３７４

２０．１

１９４

１０．４

１８５

９．９

２０７

１１．１

２２２

１１．９

１９７

１０．６

１９３

１０．３

２６７

１４．３

２５

１．３
３９．３

平成2５年度
１，８０５

１００．０

３６５

２０．２

１８２

１０．１

１７９

９．９

１９６

１０．９

２２１

１２．２

２００

１１．１

１８９

１０．５

２５１

１３．９

２２

１．２
３９．３

＜各年度末現在、単位：（上段）万人、（下段）％＞

※注１：第１号被保険者には任意加入被保険者を含む。

※注２：被保険者数は抽出統計調査（抽出率１／１００）による数値である。
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① 市場化テスト受託事業者による納付督励

（３）未納者に対する納付督励 （詳細は資料３－１参照）

② 特別催告状による納付督励

○ 保険料の長期滞納者や免除勧奨を実施しても免除申請のない者、又は強制徴収対象者の選定から除かれた者のうち効果が

見込まれる者を対象として年金事務所から特別催告状を５６８万件（平成２４年度、１８２万件）発送した。発送後は、市

場化テスト受託事業者との連携を図り電話、訪問督励を実施した。

○ その結果、現年度・過年度を合わせた納付月数３７０万月、免除等承認月数４１０万月に結びついた。

《参 考》

上記①、②を中心とした未納者に対する納付督励が平成２５年度の現年度納付率の変化に与えた影響は、納期限後納付率
への影響は＋０．８ポイント程度と推計される。また、納期限内納付率が１．１ポイント上昇しており、継続して取り組ん
できた特別催告状や市場化テスト受託事業者による督励により、納期限内に納付する者が増えたものと考えられる。

平成２４年度 平成２５年度 前年度との差

納 付 率 59.0% 60.9% 1.9%

納期限内納付率 53.3% 54.5% 1.1%

納期限後納付率 5.6% 6.4% 0.8%

○ 市場化テスト受託事業者が納付督励活動によって獲得すべき保険料の達成目標の達成率は８７．１％、最低水準の達成率は
１１１．５％となり、達成目標には届かなかったものの、平成２４年度（達成率７０．１％）に比べ １７．０ポイント改善

した。



３ 平成２５年度における収納対策の取組状況について
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（詳細は資料３－１参照）

市場化テスト事業 （資料３－１のｐ５～９参照）

○ 国民年金保険料が未納となっている方に対し、民間事業者の創意工夫やノウハウを活用して、市場化テスト受託事業者
による電話や文書、戸別訪問等による納付督励や保険料収納業務等を実施した。

○ 市場化テスト受託事業者との協力・連携を図るため、債権回収業務の経験を有する職員を機構本部及びブロック本部に
配置し、県単位で毎月開催する市場化テスト受託事業者と年金事務所との打合せ会議に出席させ、市場化テスト受託事業
者への助言・提案を継続して実施した。また、本部において四半期毎に市場化テスト受託事業者からヒアリングを行い、
督励実施状況を確認するとともに、達成目標の達成に向けた指導を行った。

○ 年金事務所が実施する納付書等の送付時期及び送付対象者の情報を早期に市場化テスト受託事業者に提供し、年金事務
所と市場化テスト受託事業者との協力・連携を積極的に図った。

○ 市場化テスト受託事業者の進捗管理や指導にあたっては、滞納者との接触状況や納付約束などの督励結果と実際の納付
に結びついた月数を指標とし、目標達成に必要な督励件数の実施を徹底した。

○ 平成25年8月に公表された「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム（座長：内閣官房副長官）」の論点整理
における指摘を踏まえ、納付率の改善に結び付く適切な督励方法等を検証するため、平成２５年１０月より９つの年金事
務所において納付督励の頻度や戸別訪問員の配置を工夫したモデル事業を実施した。
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免除等申請勧奨

○ 市町村から提供される所得情報に基づく免除等申請勧奨（ターンアラウンド）や特別催告状による督励、及び市場化テス

ト受託事業者との連携による事後フォローが着実に実施できたことにより、所得が低い等の事情から保険料の負担が困難な

被保険者への取組については一定の向上が図られた。

（資料３－１のｐ３参照）

平成２４年度 平成２５年度 対前年度比（差）

全額免除者数等（割合） ５８７万人（３２．０%） ６０６万人（３４．１%） ＋１９万人（＋２．１ﾎﾟｲﾝﾄ）

送付件数 対象月数 納付月数

平成２４年度 182万件 2,879万月 143万月

平成２５年度 568万件 6,339万月 370万月

※ 平成２５年度の現年度・過年度を合わせた免除等承認月数は、４１０万月となった。
なお、平成２４年度の免除等承認月数は把握していない。

○ 平成２４年度から新たな取組として実施している特別催告状による督励を、平成２５年度においては対象者を大幅に拡
大するなど本格的に実施し、その後の年金事務所における電話督励、来所要請等、及び市場化テスト受託事業者との連携
による事後フォローが着実に実施できたことにより、未納者への取組については一定の向上が図られた。

特別催告状による納付督励等
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○ 口座振替による納付については、第１号被保険者の減少により利用者数の伸びはみられなかったものの、利用率は、対

前年度比＋０．３ポイントの ３５．６％へと増加している。また、クレジットカード納付、コンビニエンスストア納付、

及びインターネットバンキング等による電子納付の合計件数については、平成２４年度以上の水準を確保した。特に、コ

ンビニエンスストア利用件数及び納付月数は大幅な伸びを示した。

そ の 他 （資料３－１のｐ１０参照）

○ 平成２５年度の強制徴収の取組については、平成２６年２月及び３月に強制徴収の取組強化を行うなど強制徴収の積極的

な取り組みにより、最終催告状送付件数、督促状送付件数及び差押執行件数のすべてが平成２４年度を大幅に上回った。

強制徴収 （資料３－１のｐ４参照）

口座振替納付者数 クレジットカード納付者数 コンビニ納付利用件数 電子納付利用件数

平成２４年度 451万人 20万人 1,316万件 41万件

平成２５年度 427万人 21万人 1,438万件 42万件

対前年度比（差） △24万人 +1万人 +123万件 +1万件

最終催告件数 督 促 件 数 差 押 件 数

平成２４年度 68,974件 34,046件 6,208件

平成２５年度 78,030件 46,274件 10,476件

対前年度比（差） +9,056件 +12,228件 +4,268件



【総括】

国民年金保険料の主な収納対策としては、平成２４年度から新たに全国的な取組として実施した特別催告状による督励

を平成２５年度においては対象者を大幅に拡大するなど本格的に実施し、年金事務所と市場化テスト受託事業者との協力

・連携の強化を図った。

平成2３年度分の最終納付率は６５．１％（平成2３年度末比＋６．４ポイント）となり、中期計画の目標（＋４～５ポ

イント）を達成するとともに平成２５年度計画の目標（平成２３年度末比＋６．５ポイント程度）もほぼ達成した。

また、現年度納付率は３１２年金事務所のうち３１１年金事務所が前年を上回る実績を確保した結果６０．９%（対前

年度比＋１．９ポイント）と６１．０％に迫る勢いであり、当面の目標であった６０％台に回復することができた。

平成２6年度は、引き続き平成25年度における取組ごとの効果測定に基づき獲得すべき納付月数や免除件数の目標を定

め計画的・効率的な収納対策に取り組むこととする。また、特別催告状を中心とした納付督励を着実に実施するとともに

強制徴収を強化する。
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納めやすい環境づくりの整備

○ 口座振替の推進

○ 口座振替割引制度の導入（H17.4～）

（口座振替率）

23年度末 24年度末 25年度末
３6％ → 35％ → ３6％

475万人 451万人 427万人

○ 任意加入者の口座振替の原則化
（H20.4～）

○ クレジットカード納付の導入
（利用状況） （H20.2～）

23年度 24年度 25年度
118万件 →   126万件 → 135万件

○ コンビニ納付の導入 （H16.2～）
（利用状況）

23年度 24年度 25年度
1,223万件 →  1,316万件 →  1,438万件

○ インターネット納付の導入
（H16.4～）

（利用状況）

23年度 24年度 25年度
40万件 → 41万件 → 42万件

○ 税申告時の社会保険料控除証明書の
添付義務化 （H17.11～）

強
制
徴
収
対
象

納
付
督
励
対
象

免
除
等
対
象

免除や学生納付特例（学生の間の保険料納付を猶予し、後で納付できる仕組）を周知・勧奨し、年
金受給権の確保と年金額の増額を図る。

○ ハローワークとの連携による失業者への免除制度の周知（H16.10～）

○ 若年者納付猶予制度の導入（H17.4～）

○ 免除基準の緩和・免除の遡及承認（H17.4～）

○ 申請免除の簡素化（①継続意思確認H17.7～、②申請免除手続きの簡素化H21.10～）

○ 学生納付特例の申請手続の簡素化（H20.4～）

免除等の周知・勧奨

納付督励の実施

文 書
H23年度 2,579万件
H24年度 4,517万件
H25年度 4,347万件

電 話
H23年度 4,060万件
H24年度 5,260万件
H25年度 4,439万件

戸別訪問（面談）
H23年度 465万件
H24年度 576万件
H25年度 757万件

強制徴収の実施 ⇒ 不公平感の解消と波及効果

市
町
村
か
ら
の
所
得
情
報
（
平
成
25
年
11
月
現
在
、
全
市
町
村
の
99
％
よ
り
提
供
）

・最終催告状は当該年度に着手し、発行した件数
・督促状、財産差押の件数は、平成26年3月末現在・質の向上

・効率化

年金(社会保険)事務所単位での行動計画の策定・進捗管理（H16.10～）

未

納

者

度
重
な
る
督
励

に
も
応
じ
な
い

収納対策のスキーム（概念図）

普及・啓発活動等
○年金制度の安心感、有利性をわかりやすく伝え国民の不安の払拭 ○学生等に対し年金制度の意義等に関する理解の促進 ○ねんきん定期便等、きめ細かい情報・サービスの提供

○市場化テストによる外部委託（H17.10～達成目標設定）
（実施対象事務所数） （督励件数）
H19年度 95か所 H19年度 621万件
H20年度 185か所 H20年度 1,669万件
H21年度 312か所 H21年度 2,431万件
H22年度 312か所 H22年度 3,436万件
H23年度 312か所 H23年度 5,227万件
H24年度 312か所 H24年度 6,500万件
H25年度 312か所 H25年度 6,254万件
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《参 考》

２３年度 ２４年度 ２５年度

最終催告状 30,045件 68,974件 78,030件

督   促   状 17,615件 34,046件 46,274件

財 産 差 押 5,012件 6,208件 10,476件



４ 平成２６年度の収納対策について

平成２６年度の収納対策の主な内容

＜計画的・効率的な収納対策に向けての行動計画の策定＞

○ 国民年金保険料収納対策を平成２6年度計画の重点事項として位置づけ、機構全体、ブロック本部及び各年金事務所に
おいて行動計画を策定し、計画的・効果的な収納対策に取り組む。

＜未納者の属性に応じた収納対策の徹底・強化＞

○ 一定の所得があり、保険料免除や若年者納付猶予、学生納付特例の対象とはならない者であって、保険料を長期間滞納

している者について、強制徴収対象者と位置付けた上で、所得や納付の状況など被保険者の置かれた実情を踏まえつつ、

強制徴収に移行する。

○ 所得が低い等の事情により、本来は保険料免除や若年者納付猶予、学生納付特例の対象となりうる者であるにもかかわ

らず、申請手続きを行っていないために未納状態となっている者について、免除制度等の周知や申請の案内を行う。

○ 年金事務所において必ず実施する取り組みを具体的に定め推進するとともに、若年者層の納付督励の強化を図るため、
属性ごとのきめ細やかな取組を実施する。

＜進捗管理の強化＞

○ 本部、ブロック本部、年金事務所の役割と体制を明確にし、収納対策を組織的に推進する。

○ 各年金事務所の行動計画の進捗状況を週次で管理し、隔月でブロック本部長が出席する国民年金収納対策会議を開催す

るほか、ブロック本部担当部長会議を四半期ごとに開催する。また、必要に応じて国民年金担当グループ長会議を開催す

る。

○ 国民年金保険料収納対策が低調な年金事務所を「国民年金保険料収納対策強化指定年金事務所」に指定し、ブロック本

部の協力を得て指導を徹底する。（平成25年度は、５３年金事務所を指定）

① 国民年金保険料の収納対策に対する日本年金機構としての組織的な取組の強化
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＜受託事業者に対する進捗管理＞

○ 受託事業者ごとに督励実施状況等の分析及び進捗管理を徹底する。

○ 機構本部において受託事業者とのヒアリングを四半期毎に開催し、ブロック本部からの報告等に基づく助言・提案・

指導を実施する。

○ ブロック本部は、各県単位で開催する受託事業者と各年金事務所との月例打合せ会議のほか年金事務所単位の打合せ

などにも積極的に出席し、督励実績等の確認を行い、進捗管理を徹底するとともに、必要な助言・提案・指導を行う。

＜受託事業者との協力・連携体制の強化＞

○ 受託事業者に対する情報（特別催告状、納付書及びターンアラウンドによる免除申請書の送付対象者並びにその送付

時期等）提供の早期化や、各年金事務所の好取組事例を情報提供するなど、協力・連携の強化を図る。

＜平成２６年１０月開始事業における実施要項の主な改善点＞

○ 納付率の改善が急務である大都市圏においては、納付督励、免除等勧奨を強化するため、現年度納付率が全国平均以

下、かつ滞納者数が30万人以上の都府県を対象に、滞納者1.0万人に1名の割合になるよう戸別訪問員を重点配置する。

（他は1.5万人に1人の割合）

○ 平日の夜間帯（午後６時以降午後９時まで）、土曜日、日曜日及び祝祭日に実施する督励は、他の時間帯や曜日に比

べ接触率が良好であるため、上記時間帯における督励を必須とする。

○ 受託事業者との連携を強化し、効果的な督励を行うため、年金事務所ごとの打合せを可能な限り実施する。

② 市場化テスト受託事業者との協力・連携
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＜強制徴収の着実な実施及び管理＞

○ 最終催告状の送付から差押えの実施までの一連の手続きへの早期着手により、最終催告状の送付から２年以内に完結

させるサイクルを確立し、最終催告状を送付したすべての者の完納を目指す。

また、強制徴収の実施に当たっては、最終催告状の確実な送付を行い、それでも自主的に納付しない者について滞納

処分を実施する。特に、控除後所得400万円以上かつ未納月数13月以上の滞納者に督促を実施する。

＜強制徴収実績の定期的な公表＞

○ 強制徴収の実施状況を定期的に公表することにより、保険料納付意識の醸成を図る。

また、強制徴収に集中的に取り組む期間を設けて、その取組と結果については全国及び都道府県単位でのきめ細かな

広報を実施する。

＜強制徴収担当職員のスキルアップ＞

○ 強制徴収担当職員のスキルアップを図るため、本部による集合研修(※)を引き続き実施するとともに、徴収ノウハウや
好取組事例について積極的に共有を図る。

（※）平成２６年６月から平成２７年１月の間に３００人規模で開催。

＜国税庁への委任＞

○ 悪質な滞納者については、国税庁に委任する仕組みを積極的に活用する。

平成26年3月末現在、国税庁委任の形式的要件（注）を満たす滞納者については、年金事務所による取組により、約5

割が納付済、約２割が差押済、残りの約3割が引き続き取組中となっている。なお、納付済のうち約４割弱は、国税庁

への委任の対象となる可能性を説明したことにより納付に至ったものである。

（注）納付義務者の前年所得１，０００万円以上、滞納月数２４月以上。

③ 強制徴収の取組強化
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＜口座振替制度の利用促進＞

○ 口座振替申出書と返信用封筒を同封したダイレクトメールによる勧奨、市場化テスト受託事業者による勧奨などによ

り、口座振替制度の利用促進を図る。

○ 金融機関等に対して、口座振替制度の周知及びチラシ等の備え付けについて協力を要請する。

＜口座振替不能者へのフォローアップの強化＞

○ 口座振替ができなかった者の情報を市場化テスト受託事業者へ提供し、該当者に対し速やかに再振替の案内を行う。

＜コンビニエンスストアでの納付の推進＞

○ コンビニエンスストアにおいて国民年金保険料が納付できることを周知するため、一般社団法人日本フランチャイズ

チェーン協会の協力を得て、協会加盟11社、全国約5万店舗のコンビニにおいて、納付啓発ポスターを掲示する。

＜「届出によらない資格取得手続き」の確実な実施＞

○ ２０歳に到達する者、３４歳及び４４歳到達者、第２号（又は第３号）被保険者から第１号被保険者となった者に

ついて、適用勧奨を早期に行うとともに、届出がない場合の資格取得の手続きを確実に実施する。

＜関係機関との調整＞

○ 配偶者の扶養から外れた際に当該配偶者が健康保険組合に加入している場合を含め、日本年金機構が必要な情報を入

手できるよう、健康保険組合等と調整を進める。

＜適用体制の強化＞

○ 特定業務契約職員による戸別訪問活動等により、新規適用者（特に、本人から資格取得の届出がなかった者）に対す

る働きかけを更に強化する。

④ 新規適用届（２０歳到達者等、２号・３号被保険者からの移行者）へのアプローチ強化
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⑤ 口座振替制度の推進等



＜公的年金制度の理解を図るための活動＞

○ 政府広報や市（区）町村広報誌などを活用した普及・啓発活動を展開するほか、日本年金機構ホームページによる広
報を行う。特に、１１月を「ねんきん月間」とし、普及・啓発活動に加え出張相談等を集中的に開催する。

＜地域における年金運営の展開に関する事業＞

○ 地域の関係団体と連携し、年金制度への理解を進め、若年者層の保険料納付の促進や年金手続きの円滑化につながる
事業を展開する。

・高校、大学及び専門学校向け説明会を中心に実施。

・「わたしと年金」エッセイの募集。

＜若年者に対する周知・広報＞

○ 大学構内における相談会の開催、卒業生への周知について大学等への協力依頼を行うなど、学生納付特例・若年者納

付猶予の周知を行う。

＜パンフレット等の内容の見直し＞

○ 公的年金制度の仕組みや届出の必要性を分かりやすく周知するため、パンフレットや通知文書の内容の見直しを

行う。

⑥ 公的年金制度の普及・啓発

＜市（区）町村への協力依頼＞

○ 所得情報の提供、市（区）町村の窓口や広報誌、ホームページにおける制度周知を依頼する。

また、第１号被保険者資格取得届時における口座振替案内についての協力を依頼する。

＜ハローワークとの連携強化＞

○ 雇用保険受給者初回説明会等を利用した免除制度の周知等について協力を依頼する。

⑦ 関係機関との協力連携
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＜現行制度の改善＞

○ 「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」（平成26年6月11日公布）による

納付率向上方策の円滑な実施に向け準備を進める。

１．納付猶予制度対象者の拡大

２．学生納付特例事務法人制度の見直し

３．過去５年間の保険料を納付することができる制度の創設

４．国民年金保険料の全額免除制度等の見直し

＜個人番号の活用＞

○ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（番号法）」の施行（平成29年1月予
定）に向け、個人番号を活用した適用・収納対策の検討を進める。

＜その他＞

○ 「年金保険料の徴収体制強化等に関する専門委員会」の報告書（平成25年12月13日取りまとめ）において指摘された
納付率向上策について引き続き検討を進める。

⑧ 更なる検討


